
福岡都市計画地区計画の決定(福岡市決定)

都市計画松山二丁目地区地区計画を次のように決定する。

名 称、 松山ニ丁目地区地区計画

{立 霞 福岡市城南区松山二丁目の一部

間 積 約 1. 0 ha 

地区計 画の目 標 当地区は、本市の都心部から南西へ約5kmに位置し、 都市計画道路鳥飼御

林線に閲するとともに、 現在建設が進んでいる福岡都市高速鉄道3号線の七隈

駅、金山駅に近接した突通利便性の高い地区である。

当地区においては、都市計画道路鳥飼梅林線の整備が完了し、また平成17 

年春には福岡都市高速鉄道3号線の開業が予定されており、今後、 駅に近接し

た幹線道路沿道と しての機能の強化が望まれている。

このため、釈に近接した幹線道路沿道にふさわしい商業・業務施設等の誘導

を行うとともに、良好な市街地環境の形成を図ることを目標とする。

区 及 土地利用 周辺環境との調和に配慮した、土地の合理的かっ健全な高度利用と良好な市

滅 び の 方 針 街地環境の形成を図る。

の保

盤全

備の 建築物等の 周辺環境と調和した商業・業務施設等の誘導を図るため、建築物等の用途の

. 方 整備の方針 制限を定める。

関針 良好な都市景観の形成を図るため、建築物等の形態又は意匠の制限を定める。

発

1也 商 験〈 K{，] 1. 0 ha 

区 建 建築物 等の 次に掲げる建築物は建築してはならない。

築 用途の制限 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に掲げる

鑓 物 用途に供する建禦吻

等 2.建築基準法別表第二(へ)項第二号に掲げる工場

備 3.建築基準法別表第二(と)項第三号に掲げる工場

関

言ト す

る 建築物等の 建築物の屋根・外壁、 屋外広告物並ひ1こ高架水槽その他戸外から望見できる

四 事 形態文 は 部分は、 都市景観に配慮、し、開聞の環境と調和するよう形態、意匠及び色彩に

項 意匠の制限 配慮するものとする。

」

「地区計画及び地区整備計四の区域は計画図表示のとおり」

理由

当地区は、都市計画道路鳥飼梅林線に閉するとともに、福岡都市高速鉄道3号線の七限駅、金山駅に近接

した夜通利便性の高い地区であ り、今後、駅に近接した幹線道路沿道としての機能の強化が盟まれている。

このため、駅に近接する幹線道路沿道にふさわしい商業 ・業務施設等の誘導を行う とともに、良好な市街

地環境の形成を図るため、木第の通り決定するものである。




